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対象と方法

被虐待児への障害児入所施設での支援や対応の実態調査を明らかにするために、障害
児入所施設（医療型・福祉型）を対象として、アンケート法による調査を実施した。

直接支援職員（保育士・児童指導員など児童の生活を直接支援、対応業務する職員）
の業務内容（利用児童への直接支援、会議、関係機関との連携内容など、業務時間
等）を把握し、課題を明らかにするために、10施設を対象として、タイムスタディ
調査を実施した。

【分析方法】

アンケートについては各項目について記述統計量を算出した。

タイムスタディに関しては、各施設から出された15分毎の表（もしくは1分毎の表）
を基に、業務コード別に分数ごとの積算を算出した。

【対象】

障害児入所施設492施設を対象

医療型障害児入所施設233施設

福祉型障害児入所施設259施設
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対象と方法

施設における職員の配置状況

•児童支援に直接かかわる職員の配置数と、入所児数につき、各施設における児童数
と職員数の比率を算出し、施設種別毎に集計した

•常勤であるが、児童支援業務以外も兼務している職員については、児童支援にかかわ
る部分を実数換算した数を算出し集計した

•非常勤職員については勤務実態に合わせて実数換算した数を算出し集計した

【倫理的配慮】

研究への参加・協力は任意であり、自由意志を尊重した。個人および施設のプライバシー
を保護し、データは暗号化して研究者のみが取り扱い、鍵のかかる研究室ならびに保管庫
で厳重に管理・保管した。
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結果

• 492施設中273施設から回答を得た(H28.6.1時点) 

•返送率：57.3%

•障害児入所施設492施設中

医療型障害児入所施設233施設中119施設

福祉型障害児入所施設259施設中154施設から回答を得た
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施設の運営費について（H28.6.1現在）
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施設の運営費について（H28.6.1現在）

•小規模グループケア（ユニット化）や小舎制の導入施設は、知的施設で18/136施
設（12%）あった
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全施設 入所児童数：保育士・児童指導員
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主として肢体不自由児を入所させる医療型施設
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主として知的障害児を入所させる施設

 10

2

9

21

18 17

6

2
0 0 1 1 0 0 0 0

0

5

10

15

20

25



主として自閉症児を入所させる福祉型施設
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主として盲児又はろう児を入所させる施設
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主として肢体不自由児を入所させる福祉型施設
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施設における職員の配置状況

•現行の児童福祉法上、児童養護施設（６歳以上の児童数：児童指導員または保育士
比）は4:1

•福祉型の配置基準は、4.3 : 1

•実態は直接処遇職員配置2～2.5 : 1程度で対応していることが明らかとなった

•家庭支援専門相談、心理療法担当専門配置基準はないが、心理・地域連携担当職員
として施設独自に増やし、日常のケアなど直接処遇業務と被虐待への心理的ケアも
含め本人や家族へ支援や治療、関連機関との連携業務などの重複業務していた
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タイムスタディの業務コード
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保育士の分析の一例
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多重業務の実際
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保育士の業務
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看護師の業務
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結果と考察 タイムスタディ

•食事や入浴、登下校の準備や送迎など繁忙時間帯の多重業務を行っていた。

•障害児ゆえに必要な日常の生活支援に追われ、被虐待経験のある障害のある入所児
童が、その被虐待経験に配慮したケアやいわゆる治療的養育など十分できていない
実態が明らかとなった

•小規模グループケア（ユニット化）や小舎制の導入施設は、知的施設で18/136施
設（12%）あった
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0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

⑫大事な会議に呼ばれないなど、疎外感を感じる時がある

⑱勉強してきたことが活かせない

⑨SW職として理解されていない（他分野に勤める同職種に）

⑥上司の理解が得られない

⑬面接の内容をどこまで開示してもよいか迷う

⑩意図していることが、うまく伝わらない

⑲SW職としてのアイデンティティーを感じられない

⑰必要な時に手がかりや助言が得られない

③子どもたちの悲惨な家族背景に精神的に苦痛になる

⑤考えが合わないスタッフがいて苦痛を感じる

⑧SW職として理解されていない（他職種に）

⑯即座に役立つ適切な文献が見つけられない

⑪病棟・生活棟全体の温度差に、どのような役割をとるか迷う

④メンタルヘルスを保つ時間が十分に確保できない

⑦給料がみあっていない

⑮研鑽の時間が取れない

⑭実質的な面接業務より、煩雑な事務仕事に追われている

①やりがいがあるが、時間が足りない

②人材がたりない

1とてもそう感じる 2時々そう感じる 3感じない

SW(Social Worker）担当職（福祉専門職等）の職員の日々の悩み
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小規模グループケアの実施状況

•小規模グループケア（ユニット化）や小舎制の導入施設は、知的施設で18/136施
設（12%）あった。
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「新しい社会的養育ビジョン」より一部抜粋 「ケアニーズの高い子ども」「障害児」対応

◯ケアニーズが非常に高く 施設等における十分なケアが不可欠な場合は、 高度専門的な手厚いケアの集中的提
供を前提に、小規模・地域分散化された養育 環境を整え、その滞在期間は原則として乳幼児は数か月以内、学
童期以降は1年以内とする(P4)

◯(6) 子どものニーズに応じた養育の提供と施設の抜本改革

子どものニーズ応じた個別的ケアを提供できるよう、ケアニーズに応じた措置

費・委託費の加算制度をできるだけ早く創設する。同様に、障害等ケアニーズの高い子どもにも家庭養育が行え
るよう、補助制度の見直しを行う（P4）

◯また、家庭で虐待を受けている子どものみならず、貧困家庭の子ども、障害のある子どもや医療的ケアを必要
としている子ども、その他特別なケアを必要とする子どもに対しては、「児童の権利に関する条約」の精神に
のっとり、子どもの状態に合わせた多様なケアがなされる必要がある（p7）。

◯自立援助ホームや保護者と施設の契約で入所している障害児施設やショートステイも社会的養護に含める
（p8）。 ◯ 障害児や医療的ケア児に関しても家庭養育が保障される必要がある。障害児入所施設や病院付設
の乳児院の利用実態を把握し、障害児や医療的ケア児の里親委託に向けた体制づくり行う必要がある（p20）。
◯ 障害児入所施設もこうした規定に加え、社会的養護の役割を担っているという認識を深める必要もある
（p20）。
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新ビジョンでは、障害児や障害児入所施設も対象になっているが、障害の種類や重症度、措置と契約
など今後検討すべき課題が多い。
①障害児支援の施策などが十分に組み込まれていない。



まとめ

平成24年児童福祉法改正、平成26年に障害児支援の在り方に関する検討会が報告等
で、医療型・福祉型障害児入所施設の今後のあり方は、「小規模ケア化」を目指す
ことが求められている

１ 被虐待障害児の入所の増加、入所障害児童の障害特性の多様化（ケアニーズが
高い）、重度化、低年齢化に対し、職員配置基準の見直しが必要である

２ 居住空間「小規模グループケア」のさらなる推進が求められる

３ 被虐待児へのケアを意識した丁寧なケアが求められる

４ 「新しい養育ビジョン」を踏まえ、今後の障害児入所施設の子どもの養育のあ
り方を、社会的養護の必要な子どもの支援として検討していく必要がある
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まとめ

•「新しい社会的養育ビジョン」で「障害児や医療的ケア児についても家庭養育が保
障される必要がある」とされている

•職員配置体制、小規模ケアユニット化の推進や障害児里親の推進と啓発、職員の被
虐待児の心理的は課題に配慮した生活支援のスキルアップ研修等の充実が望まれる

•今後の障害児施設のあり方について、被虐待経験のある障害のある入所児童が、施
設生活で安全・安心できる環境提供を前提に、より家庭的な養育すなわち「良好な
家庭的環境」で育つために、今回のタイムスタディ調査結果とその考察、および、
今後の障害児入所施設のあり方について一助となる可能性が高い。

本研究は、平成28年度厚生労働科学研究費補助金「障害児入所支援の質の向上を検
証するための研究」において、分担研究として実施した。
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ご清聴ありがとうございました
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